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　平成１９年に国（所得税）から地方（住民税）へ税源移譲が実施されました。これにより、平

成１８年と平成 19 年の所得や家族構成が変わらなければ、多くの方は、住民税（市・道民税）が

上がり所得税が下がりましたが、税源移譲の前後では、住民税と所得税を合わせた額は変わらな

い制度となっています。

　しかし、平成１９年分の所得税がかからなくなった場合は、平成１９年度分の住民税（平成１８

年の１年分の所得で計算）が上がっただけになってしまいます。

　このため、所得税を下げられなかった分として、一定の要件を満たす方に限り、平成１９年度

分の住民税の額を、税源移譲がなかった場合の額まで減額する経過措置が設けられました。

��������������
������������

��

平成１９年中に退職したり、出産や病気などで長期休職

したりするなどで、平成１８年中より所得が減り所得税

がかからなくなった方で、次ページの２つの要件を満たす方です。

　なお、平成１９年中に亡くなった方や海外へ転出し平成２０年１月１日現在、国

内に居住していない方には、この経過措置は適用されません。また、寄附金控除

や住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）などによって、所得税がかから

なくなった方も対象となりません。
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差額住民税所得税控除の種類差額住民税所得税控除の種類

５万円３３万円３８万円一般扶養

扶養控除

５万円３３万円３８万円
配偶者の合計所得金額が
３８万円超４０万円未満配偶者

特別控除

１８万円４５万円６３万円特定扶養

１３万円４５万円５８万円同居老親等老人

扶養
３万円３３万円３６万円

配偶者の合計所得金額が
４０万円以上４５万円未満 １０万円３８万円４８万円同居老親等以外

１万円２６万円２７万円一般寡婦
寡婦控除

５万円３３万円３８万円一般配偶者配偶者

控除 ５万円３０万円３５万円特別寡婦１０万円３８万円４８万円老人配偶者

１万円２６万円２７万円寡夫控除１２万円２３万円３５万円同居特別障害者加算

１万円２６万円２７万円普通障害者障害者

控除

１万円２６万円２７万円勤労学生控除

１０万円３０万円４０万円特別障害者５万円３３万円３８万円基礎控除

世帯世帯主主

専業主婦の専業主婦の妻妻
特定扶養の特定扶養の子子

一般扶養の一般扶養の子子
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　基礎控除（５万円）、一般配偶者控除（５万円）、一

般扶養（５万円）、特定扶養（１８万円）の合計額３３

万円です
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　平成１９年度分の住民税課税所得金額が３３万円より

多く、かつ、平成２０年度分の住民税課税所得金額が

３３万円と等しいか少ない場合は対象となります

※課税所得金額…収入金額から必要経費等と所得控除を差し引いた後の金額

平成１９年度住民税の課税所得金額より
住民税と所得税との人的控除の差額の
合計が少ない場合（申告分離課税分は除
く）

平成２０年度住民税の課税所得金額より
住民税と所得税との人的控除の差額の合計が等しいか多い
場合（申告分離課税分を含む）
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この減額を受けるには、������������������������
����������������に、申告が必要です。他の市区町村から転
入してきた方は、申告先を間違わないようにご注意ください。また、平成１９
年度分をすでに納付している方には、申告後に減額分を還付します。
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申告書は、申告期間に窓口に備え付けるほか、市のホームページからもダウンロードできます

��


